
1／４ 

 

 

 

 

 

      
 

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ 

 
 

平成２０年４月から、下記のように制度が

改正されました。 

 利用業種の拡大 

 借入限度額の拡大 

 返済期間の延長 

生活衛生関連業種（理美容、飲食、クリーニング業等）も、運転資金に加

え設備資金（店舗改装、車両購入など）の借入が可能 

借入限度額５５０万円 → １,０００万円 に拡大 

返済期間が延長（運転資金４年→５年、設備資金６年→７年） 

 小規模事業者経営改善資金とは、当所会員事業所の方々に経営改善を行っていただくための無担保・無保証人、

低利の政府系国民生活金融公庫の融資制度です。経営改善をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。 

 ●融資限度額  １，０００万円以内 

 ●利率  年２.１５％（５月１９日現在） 

 ●ご利用いただける方 商業・サービス業…従業員５人以下 製造業・その他…従業員数２０人以下 

 ●返済期間  運転５年以内 設備７年以内 

 ●必要書類  ３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３カ月以内のもの） 

   （制度資金のため、税金を完納していることが条件です。） 

 ●金融相談日のご案内 

 １）国民生活金融公庫相談会  ▼日時 ６月１２日（木）１０：００～１５：００ 

 ２）県信用保証協会相談会   ▼日時 ６月１１日（水）１０：００～１２：００ 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

 
 中小企業庁では、本年４月より取引に関するさまざまな悩み等に、下請け法や中小企業の取引問題に知見を有す

る専門家が親身になって相談に応じ、適切なアドバイスを行う事業を開始しました。各都道府県に設置された（財）

全国中小企業取引振興協会（にいがた産業創造機構内 ０２５－２４６－００５６）が相談窓口となりますので、

是非お気軽にご相談ください。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
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 この事業は、経営における様々な課題を抱えている事業所にエキスパート（専門家）が直接事業所を訪問し、実 

践的な指導と助言により解決を図るものです。是非ご活用ください。 

 ●対象事業所  製造業・建設業等従業員２０人以下、商業・サービス業従業員５人以下 

 ●費用は無料です。（但し２回目以降は１万円負担、３回まで相談可能） 

 ●こんな時、是非お気軽にご相談ください。 

   ・売上増加策・経営改善計画作成・コストダウン・製造技術の指導・特許申請 

   ・経営革新、等どんな相談にも応じます。 

※ お問い合せは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、佐藤）まで。 

 

 

 
 当所では生命共済制度・従業員退職金共済、事業主向け等各種共済制度を取り扱っており、多くの会員事業所か

らご利用いただいています。 

 今般、福利厚生向上として医療保障など幅広いニーズにお応えできる商工会議所の各種共済制度[引受保険会社 

アクサ生命保険(株)]を更に多くの皆様に PR させていただきたく、５月１日～６月３０日までの期間、「商工会議所

共済制度 PR キャンペーン」を全国の商工会議所で実施しています。 

 また、アクサ生命による「懸賞付きアンケート」も実施しています。ご応募いただいた方の中から抽選でデジタ

ルカメラ・DVD プレーヤー等賞品が当たります。 

 当所職員またはアクサ生命の担当社員がお伺いした際には、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

※ お問い合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／桑原、本間）まで。 

 

 

中小企業庁 検索 

 
 中小企業庁では、企業が自然災害等の緊急事態に遭遇した際に事業の継続を図るための事前の取組であるＢＣＰ

（Business Continuity Plan：事業継続計画）の中小企業における作成を推進しています。 

 この度、ＢＣＰの概要や必要性、その策定のポイントを簡潔にまとめたガイドブックとして、『中小企業ＢＣＰ（事

業継続計画）ガイド』を作成しました。ＢＣＰに関心のある中小企業者、中小企業のＢＣＰ策定を推進しようとす

る行政機関や中小企業支援機関の関係者がＢＣＰについて理解するための手助けとなるものです。 

 すでに、中小企業庁ホームページで公開されている、『中小企業ＢＣＰ策定運用指針』と併せて、ＢＣＰの作成、

普及の促進にお役立て下さい。 

 〔 中小企業庁ホームページアドレス  http://www.chusho.meti.go.jp/ 〕 
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 当商工会議所では、ＮＴＴ東日本新潟支社の協力を得て「Ｂフレッツ」「ひかり電話」導入個別相談を好評受付中

です。企業間の受発注システム構築やＣＡＤなどデータの送受信、電子入札など、今後、ますます進展するＩＴ技

術を企業経営にうまく取り入れ、効率化を図ることが重要です。 
 現在、当所経由でお申し込みいただくと、会員特典も多くありますので、この機会に是非、導入についてご検討

のうえ、お気軽にご相談ください。 
 ●提供エリア拡大地域（５月１５日（木）より） 
  青海町１・２丁目、赤谷、学校町、陣ヶ峰、都ヶ丘、希望ヶ丘、下条（注：利用できない電話番号もあります） 
 ●会員特典（会員事業所並びに従業員までとさせていただきます。） 
  ①インターネット接続環境設定が無料 
  ②「Ｂフレッツ」導入と併せてＮＴＴ指定のビジネスホンやＦＡＸ機を購入される場合は、その機器に対して 
   当所が助成（約半額で購入可能） 
 ●利用可能地域 
  西加茂地域、須田地域、駅前～上町、松坂町～小橋・中村 ＋ 上記拡大地域（５／１５～） 
 ●未提供地域 
  五番町・神明町～七谷方面、田上地域（利用可能地域は、順次拡大中） 
※ お申し込み・お問い合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／難波、廣田）まで。 

 

 
■小規模企業共済とは 

小企業の個人事業主、会社役員のための退職金をあらかじめ準備しておく、国の共済制度です。 

 ○共済のメリット 

  【税制面】・掛金は全額「課税対象所得から控除」できるので、節税しながら老後の資金が蓄えられます。 

        ゆとりある老後のライフプラン設計を実現します。 

       ・共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。 

  【安全面】・法律に基づく国の共済制度ですので安心・確実です。 

 ○制度内容 

  ・毎月１，０００円～７０，０００円までの範囲内で自由に掛け金を設定し、積み立てていきます。 

  ・常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービスは５人以下）の個人事業主及び会社の役員が対象です。 

■中小企業倒産防止共済とは 

取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の１０倍の範囲内（最高３，２００万円）で回収困難な売掛債権 

等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。 

 ○共済のメリット 

  【税制面】・掛金は税法上経費または損金に算入できます。 

  【貸付面】・共済金の貸付は、無担保・無保証人です。 

       ・企業の財務内容、返済可能性などの金融審査ではなく、取引先の倒産と回収不能債権の事実確認 

        での貸付ですので、万が一の急場の資金難を乗り切れます。 

 ○制度内容 

  ・毎月５，０００円～８０，０００円までの範囲内で掛金を設定し、積み立てていきます。 

   掛金総額３２０万円まで積み立てできます。 

  ・業種、資本金、従業員数等により加入資格要件がございますので、詳細はお問い合わせください。 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／佐藤、山本）まで。 
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健康診断 

受診料の補助制度をご利用下さい 当商工会議所では、受診料の一部補助を行っていますので、

この機会に、従業員全員受診されるようご案内いたします。 
また人間ドックも、より受診しやすいよう、当所会員事業所

を対象に 1 名につき２,０００円を補助しておりますので、詳

しくは当商工会議所までお問い合わせください。 
 

１．対 象 者         加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．健診機関・日時 

 
 

※ お申し込み・お問い合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

  

 
 当所では平常業務時間のほか、夜間及び日曜日、祝祭日でも午後９時３０分まで各種会議室を貸出ししておりま

す。各種会議、講習会、あるいは面接会場や打ち合わせなどに最適ですのでぜひご利用下さい。 
 
【お申し込み】 
 ●ご利用の６カ月前から受け付けます。 
 ●ご使用日時、人数、団体名、使用施設をご連絡ください。 
 ●ご使用日の１週間前までに料金を窓口にご持参いただくが、銀行へお振込みください。 
 
◆２階会議室基本料金（税込み） ※会員事業所が利用する場合は１０％割引！ 

午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 午前～夜間 
施設 広さ 9:00 - 12:00 12:00 - 17:00 17:00 - 21:30 9:00 - 17:00 13:00 - 21:30 9:00 - 21:30 

会議室 130 ㎡ 4,000 円 5,000 円 5,000 円 8,000 円 9,000 円 12,000 円 
研修室 42 ㎡ 2,500 円 3,000 円 3,000 円 4,500 円 5,000 円 6,500 円 
パソコン室 42 ㎡ 2,500 円 3,000 円 4,500 円 4,500 円 5,000 円 6,500 円 
※冷暖房不要の場合はさらに１０％引きでご利用いただけます。 
※営利を目的に会場を使用する場合は、上記料金に３０％加算されます。 
 
◆その他会議室基本料金（税込み） 

午前 午後 夜間 午前～夜間 
施設 広さ 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 17:30 - 21:30 9:00 - 21:30 

1 階 ホール 445 ㎡ 14,000 円 20,000 円 23,000 円 50,000 円 
スタジオ 98 ㎡ 1 時間 20,000 円 
3 階 講習室 140 ㎡ 4,000 円 5,000 円 6,000 円 13,000 円 
3 階 研修室 94 ㎡ 3,000 円 4,000 円 4,000 円 10,000 円 
3 階 会議室 99 ㎡ 3,000 円 4,000 円 4,000 円 10,000 円 
3 階 和室 49 ㎡ 3,000 円 4,000 円 4,000 円 10,000 円 
※冷暖房使用の場合は、上記料金に３０％加算させていただきます。 
※ホールの搬入出または準備に使用する場合は、上記料金の７０％の料金となります。 
※営利を目的に会場を使用する場合は、上記料金に１０％加算されます。 
※ お申し込み・お問い合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／廣田）まで。 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、いずれも加茂市産業センターです） 

(社)新潟県労働衛生医学協会 
TEL025-370-1960 

平成２０年 ５月２８日（水）   ９：００～１１：３０ 

                １３：００～１５：００ 

      ６月２７日（金）  １３：３０～１５：３０ 

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             
TEL025-283-3939 

平成２０年 ５月３０日（金）   ９：００～１１：３０ 

                １３：００～１５：００ 

      ６月２０日（金）   ９：００～１１：３０ 

                １３：００～１５：００ 


